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第２期横手市空家等対策計画の一部改定案について 

 

 現行  改定案 

表紙 策定 令和 3年 4月 表紙 策定 令和 3年 4月 

（追加） 一部改定 令和 5年●月 

 

３Ｐ 基本的な指針 

 

３Ｐ 基本的な指針 

（追加）（最終改正 令和３年６月３０日付け総務省・国土交通省告示

第１号） 

 同 ガイドライン  同 ガイドライン 

（追加）（令和３年６月３０日改正） 

３Ｐ 要綱 

 【横手市老朽危険空家対策事業実施要綱】 

４Ｐ 要綱（変更） 

【横手市特定空家等対策事業実施要綱】 

４Ｐ 空き家  

②…付属する工作物とは、「物置」「塀」「門扉」

「カーポート」等である。 

４Ｐ 空き家（変更） 

②…付属する工作物とは、「塀」「門扉」「カーポート」、「看板」等であ

る。 

６Ｐ ※当市の計画では、「空き家」を基本の表記とす

るが、「空家等」はこのままの表記とする。 

 但し、法令については、「空家」等の規定の表

記をそのまま使用する。 

 

４Ｐ （記載箇所を移動） 

空家等予備軍の説明の下に記載。 

７Ｐ 〇横手市の概要（令和元年度末日現在）… 

◇人口：８８，１９２人◇世帯：３４，１５８

世帯 

７Ｐ （変更）〇横手市の概要（令和４年度１２月末日現在）… 

◇人口：８４，２９４人◇世帯：３４，０３７世帯 

協議資料４ 
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 ◇過疎地域：みなし過疎地域（８地域中、過疎

地域５地域） 

 ◇過疎地域：全部過疎地域（令和３年４月１日公示） 

 

９Ｐ 図３-各種計画の位置づけイメージ 

【個別計画】… 

〇横手市過疎地域自立促進計画 

９Ｐ 図３-各種計画の位置づけイメージ 

【個別計画】… 

〇横手市過疎地域持続的発展計画（令和 3年 9月策定） 

11Ｐ （２）横手市都市計画マスタープランとの関係 

･･･〇立地適正化計画について 

 

11Ｐ （２）横手市都市計画マスタープランとの関係 

･･･〇立地適正化計画について 

（図５の差し替え）（令和４年５月改定） 

12Ｐ （３）横手市住生活基本計画との関係… 

 

12Ｐ （３）横手市住生活基本計画との関係… 

（図６の差し替え）（令和４年度改定） 

 

13Ｐ  13Ｐ （図７の差し替え）（令和４年度改定） 

 

14Ｐ ５ 対象とする空家等の種類 

当市で対象とする空家等の種類は、空家等特

措法第２条第１項に規定する空家等のうち、空

き住居（農地付きを含む。）や空き店舗、事務所、

倉庫、作業場及びそれに付属する土地とする。 

また、活用促進の観点からその跡地について

も対象とする。 

14Ｐ ５ 対象とする空家等の種類（変更） 

当市で対象とする空家等の種類は、建築物（住宅、共同住宅、店舗、

作業場、工場等）又はこれに付属する工作物（塀、門扉、カーポート、

看板等）及びその敷地等（敷地及び立木等の土地の定着物、建築物を

解体した後の跡地）とする。 

 

17Ｐ （２）横手市の空き家実態調査の結果 

･･･横手地域のうち横手駅前周辺再開発の整備

計画予定区域内の空き家数が１４６戸と多いこ

とがわかる。 

17Ｐ （変更）（２）横手市の空き家実態調査の結果 

･･･横手地域の内、横手駅を中心とした区域の空き家数が多い傾向にあ

る。 
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17Ｐ 表３-横手駅前周辺再開発の整備計画予定区域

内の空き家数 

（表内の題名 駅前再開発該当地域空家件数） 

17Ｐ （変更）表３―横手駅を中心とした区域の空き家数 

（表内の題名 横手駅を中心とした区域の空き家数） 

19Ｐ 写真 図１３―雪の重みにより倒壊した空き家 

（平成２３年１月撮影）「第１期空家等対策計画

より」 

19Ｐ （変更） 

写真 図１３―雪の重みにより倒壊した空き家（令和４年２月撮影）

「相続人不存在の家屋の倒壊」 

22Ｐ 3 空家等の調査 

（１）空家等調査の実施 

 …… 

 ②実態調査 

 ……行政指導を行い、それでも所有者等が適

切な対応をしない場合は、…… 

22Ｐ 3 空家等の調査 

（１）空家等調査の実施 

 …… 

 ②実態調査（一部削除） 

 ……行政指導を行い、所有者等が適切な対応をしない場合は、…… 

22Ｐ  

（２）所有者等が特定できない場合の対応 

① 相続人不存在の空家等の確認 

ア 法定相続人が相続放棄した旨を主張するな

ど、相続放棄が想定される場合は、税担当課

へ所有者等に関する情報の開示請求を行い、

法定相続人全員の相続放棄の事実について確

認する。 

イ 税情報により相続放棄の事実が確認できな

い場合は、家庭裁判所に相続放棄の事実を照

会する。 

ウ 法定相続人全員の相続放棄が確認された場

22Ｐ （変更） 

（２）相続人不存在等の所有者不明の空家等への対応について 

① 所有者不明の空家等の確認作業について 

ア 相続人不存在の空家等の確認 

・ 課税情報により相続放棄の事実を確認する。 

確認できない場合、家庭裁判所に相続放棄の事実を照会す

る。 

・ 法定相続人全員の相続放棄が確認された場合は、相続財産

法人となる。 

イ 所有者不在の空家等の確認 

・ 調査結果に基づき、所有者等へ送付した配達証明郵便が返

送された場合等は、「過失なく所有者等を確知できない」所有者
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合は、所有者不存在の空家等とみなす。 

エ 家庭裁判所に照会しても相続放棄の事実を

確認できない場合は、所有者に相続放棄の事

実を証する書類の提出を求める。 

オ 相続放棄の事実を証する書類が提出された

場合は、相続人不存在の空家等とみなす。 

 

 

不在の空家等とみなす。 

戸籍等を調査し、他の所有者等（相続人、管理人等）がいな

い場合は、所有者不在の空家等とみなす。 

ウ 会社が破産等で倒産した空家等の確認 

・ 課税情報により、会社の取締役や清算人等が確認できない場

合は、法務局の商業登記簿を調査する。 

・ 会社の破産手続等が終了し、会社の解散を確認した場合は、

所有者不在の空家等とみなす。 

22～ 

23Ｐ 

② 所有者行方不明の空家等の確認 

ア 調査結果に基づき、所有者等へ送付した配

達証明郵便が返送された場合等は、「過失なく

所有者等を確知できない」所有者行方不明の

空家等とみなす。 

③ 所有者不明（未登記）の空家等の確認 

ア 所有者等確認のため、税担当課へ所有者等

に関する情報の開示請求を行う。 

イ 開示された情報をもとに、所有者等の確認

行う。 

ウ 税情報により所有者等を確定できない場合

は、「過失なく所有者等を確知できない」所有

者不明の空家等とみなす。 

④ 相続人不存在の空家等の相続財産管理人選

任申立ての実施 

ア 相続人の存否が明らかでないとき（相続人

23Ｐ エ  未登記の空家等の確認 

・ 課税情報により所有者等を確定できない場合は、「過失なく

所有者等を確知できない」所有者不明の空家等とみなす。 

② 所有者不明の空家等への対応について 

所有者不明となった原因や事情等に応じて、空家等に対し適切

な措置をとるものとする。 

ア 空家等特措法に基づく略式代執行 

・ 措置を命ずる場合に、過失なくして命ずるべき者を確知でき

ないときは、略式代執行による空家等への措置を実施する。 

  所有者不明の空家等の処分に関し、市で順位付けをし、計画

的に解体等を行うものとする。 

※令和５年度 旧ニッセイ電機廃工場解体除去工事を予定。 

他の所有者不明の空家等については、順次、略式代執行で解

体除去し対応する。 

イ 相続人不存在の空家等の相続財産管理人選任申立て 

・ 相続人の存否が明らかでないとき（相続人全員が相続放棄を
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全員が相続放棄をして、相続する者がいなく

なった場合を含む。）は、家庭裁判所に相続財

産管理人選任の申立てを行う。 

イ 財産管理人は、被相続人の債権者等に対し

て被相続人の財産を清算し、残った財産は国

庫に帰属する。 

ウ 市は、対象の空家等に対する債務を有する

ことや特定空家等であること等の要件を満た

せば、利害関係人として財産管理人の選任を

申立てるこができる。 

エ 市は、相続財産管理人が財産を管理するた

めに必要な費用として、裁判所に予納金を納

める必要がある。相続財産管理人が財産を関

するために必要な費用を予納金が上回った場

合、差額は市に返還される。 

⑤ 所有者行方不明の空家等の不在者財産管理

人選任申立ての実施 

ア 所有者行方不明の場合、家庭裁判所に不在

者財産管理人選任の申立てを行う。 

イ 不在者財産管理人は、所有者等の債権者等

に対して所有者等の財産を清算し、残った財

産は国庫に帰属する。 

ウ 市は、対象の空家等に対する債務を有する

ことや特定空家等であること等の要件を満た

して、相続する者がいなくなった場合を含む。）は、家庭裁判

所に相続財産管理人選任の申立てを行う。 

  ウ 所有者不在の空家等の不在者財産管理人選任申立て 

・ 所有者不在の場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申 

立てを行う。 

エ 会社が破産等で倒産した空家等の清算人選任申立て 

・ 会社が破産等で倒産した空家等について、裁判所に清算人選 

任の申立てを行う。 
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せば、利害関係人として不在者財産管理人の

選任を申立てることができる。 

エ 市は、 不在者財産管理人が財産を管理する

ために必要な費用として、裁判所に予納金を

納める必要がある。不在者財産管理人が財産

を管理するために必要な費用を予納金が上回

った場合、差額は市に返還される。 

23Ｐ （４）空家等情報のデータベース化 

･････ 

また、地図情報に空家等の所在地を落とし込

み、その位置情報をより把握しやすくするため、

システム化を検討する。 

23Ｐ （変更） 

（３）空家等情報のデータベース化  

･････ 

また、システムの導入などにより、地図情報に空家等の所在地を落と

し込み、その位置情報をより把握しやすくするため、データベース化

する。 

25Ｐ ５ 「適正管理」の推進 

空家等は、個人の財産なので、空家等の管理

は、･････ 

25Ｐ ５ 「適正管理」の推進（一部削除） 

空家等は、個人財産で、管理は、･････ 

26Ｐ （２）横手市居住支援協議会との連携 

横手市居住支援協議会が県内で初めて設立さ

れたことから、今後、空き家や民間賃貸住宅の

空き室等を活用した住宅セーフティネットの構

築に向けて、行政と民間団体、福祉や不動産関

係の業者が連携し、住宅確保要配慮者の入居を

支援していく。 

また、平成２９年度に改正された住宅セーフ

26Ｐ （変更）（２）横手市居住支援協議会との連携 

２０１９（平成３１年）３月１２日、本市は、宅地建物取引業者８

者及び居住支援団体１０者と「横手市居住支援協議会」を設立し、民

間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの構築に向けて、住宅確

保要配慮者の居住を支援する体制を整備した。 

住宅セーフティネット法を踏まえ、国や県と連携して、住宅確保要

配慮者及び貸主双方に向けた支援を行う。 
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ティネット法を踏まえ、国や県と連携して、住

宅確保要配慮者及び家主双方に向けて、住まい

や暮らしに関する各種サービスを提供する等の

支援を行う予定である。 

26Ｐ 図１６-横手市居住支援協議会のイメージ図 

 

26Ｐ 図１６-横手市居住支援協議会のイメージ図（差し替え） 

「横手市住生活基本計画より（一部抜粋）」（令和４年度改定） 

29Ｐ ⑤ 家財道具等の片付けや修繕に関する支援 

ア 空き家バンクに登録された物件等に関し

て、空き家の流通や利活用を推進するため、

市からの補助金交付等の支援策を検討す

る。 

29Ｐ （変更） 

⑤ 家財道具等の片付けや修繕に関する支援 

 空き家バンクに登録された物件等に関して、空き家の流通や空

き家を活用した移住・定住等を推進するため、市からの補助金交付

等の支援策を検討し、実施する。 

空き家バンク活用推進事業（令和５年度から実施予定） 

ⅰ空家等の家財道具の片付け費用等の補助 

補助率５０％ 上限額１０万円 

ⅱ空家等の改修等の費用の補助  

【一般居住型】当市への移住・定住に資する空き家（住宅等）の改修

等の費用 

補助率５０％ 上限額５０万円 

【子育て世帯・若者世帯型】 

当市への移住・定住や人口減少抑制に資する空き家（住宅等）の改

修等の費用 

補助率５０％ 上限額１００万円 

【店舗等活用型】 

 少子高齢化や人口減少により衰退する地域のコミュニティの維
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持・再生に資する空き家（住宅等）の店舗等への改修等の費用 

 補助率５０％ 上限額１５０万円 

29Ｐ ⑥農地付き空き家の活用… 

イ 空き家バンクに登録された空き家に付随す

る農地を取得する際の要件である下限面積につ

いては、市農業委員会において定めている。 

30Ｐ （変更）⑥農地付き空き家の活用… 

イ 空き家バンクに登録された空き家に付随する農地を取得する際に

は、市農業委員会の審議及び許可を得なくてはならない。 

 

29Ｐ 図２０―農地付き空き家のイメージ図 30Ｐ 図２０―農地付き空き家のイメージ図（差し替え） 

30Ｐ 図２１―「農地付き空き家」事務手続きのイメ

ージ図 

31Ｐ 図２１―「農地付き空き家」事務手続きのイメージ図（差し替え） 

（令和４年１２月改定） 

30Ｐ  

①A 売りたい人が「空き家バンク」へ登録申請

（生活環境課へ提出） 

②A 売りたい人が空き家に付随した農地指定の

申請（農業委員会へ提出） 

③空き家に付随した農地指定の可否の決定（農

業委員会） 

④A売りたい人へ判断結果の通知（農業委員会） 

⑤空き家に付随した農地指定の告示（農業委員

会） 

⑥A 売りたい人と B 買いたい人で交渉（不動産

業者が仲介） 

⑦農地法３条（売買又は賃貸）の許可申請（農

業委員会へ提出） 

⑧農地法３条の審議・許可を決定（農業委員会） 

31Ｐ （変更） 

①A売りたい人が「空き家バンク」へ登録申請（生活環境課へ提出） 

②A売りたい人と B買いたい人で交渉（不動産業者が仲介） 

③農地法３条（売買又は賃貸）の許可申請（農業委員会へ提出） 

④農地法３条の審議・許可を決定（農業委員会） 

⑤A 売りたい人と B 買いたい人へ農地法３条許可書の発行（農業委員

会） 

⑥農地の取得（売買契約）・賃貸借契約の締結（不動産業者が仲介） 

 

※農地法の改正により、下限面積の要件が廃止されたことから、事務

手続きに変更があったものである。 
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⑨A 売りたい人と B 買いたい人へ農地法３条許

可書の発行（農業委員会） 

⑩農地の取得（売買契約）・賃貸借契約の締結（不

動産業者が仲介） 

31Ｐ  

イ  木造住宅耐震改修等補助事業（市補助金） 

旧耐震基準（昭和５６年５月３１日以前）で

建築の木造戸建住宅を所有する方等が、耐震診

断、耐震改修工事、耐震改築工事を行う場合に

補助金を交付する。 

32Ｐ （変更） 

イ  木造住宅耐震改修等補助事業（市補助金） 

昭和５６年５月３１日以前に着工した木造戸建住宅を所有する個人

が、耐震改修工事、耐震改築工事を行う場合に補助金を交付する。 

33Ｐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 特定空家等対策 

（１）特定空家等の基本方針 ･････ 

特定空家等に対する勧告や命令、行政代執行

等の措置については、･････市の条例、規則、要

綱で定めた判断基準により実施し、横手市空家

等対策協議会（以下「協議会 」という。）の意

見等を聴いて市長が決定する。･････ 

 

 ② 措置内容の検討 ･････ 

ウ 措置の内容を決定するにあたり、協議

会の意見を求めることにする。また内容

の変更を行う場合は、必要に応じて意見

を求めるものとする。 

 

34Ｐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 特定空家等対策（変更） 

（１）特定空家等の基本方針 ･････ 

特定空家等の認定及び助言・指導や勧告、命令、行政代執行等の措

置については、･････市の条例、規則等で定めた判断基準により実施

し、横手市空家等対策協議会（以下「協議会 」という。）への諮問に

対する答申や意見等を参考にして市長が決定する。 

･････ 

 

② 措置内容の検討 ･････ 

ウ 措置内容の決定や変更等について、協議会へ諮問し、答申や

意見等を求めるものとする。 
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  35Ｐ （追加） 

（２）特定空家等の認定及び措置に関する判断基準 

 

空家等特措法第２条第１項：空家等か否かの判断 

【居住その他の使用がされていないことが常態であるもの】 

 

 

空家等特措法第２条第２項：第１４条の適用がある特定空家等か否か

を判断 

【特定空家等の４類型に該当するもの】 

 

 

空家等特措法第１４条：特定空家等に対する措置を判断 

【特定空家等に対する措置】 

①周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれの有無 

②悪影響の程度と危険等の切迫性 

 

 

 

  35Ｐ 

 

 

 

 

①空家等特措法第２条の該当性の判断 

 ア 「空家等か否か」の判断 

 イ 「特定空家等か否か」の判断 

②空家等特措法第１４条の適用の判断 

 ア 「助言・指導相当か否か」の判断 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 「悪影響をもたらすおそれ」があると判断されたものについて

は、「その悪影響の程度と危険等の切迫性」に限界づけられる範囲

で、助言・指導、勧告、又は命令が発せられる。 

③特定空家等の認定と助言・指導等の行政指導・行政処分の判断 

 ア 特定空家等の４類型は、措置が講じられるべき対象（物の状態）

を類型化したものであり、ガイドラインに類型ごとの要件が示さ

れ、措置の対象となる事象を示したものであることから、原則的

には所有者等に助言・指導等を行う。 

   ただし、特定空家等ならば即座に助言・指導をしなくてはなら

ないものでなく、総合的に判断されることから、実務的には、始

めに空家等特措法第１２条に基づく情報提供・助言や法定外指導

で対応する。 

 イ 特定空家等の判断基準は、「周辺にもたらされる悪影響」を想定

して作成されており、物の状態に着目した基準であるが、必ずし

も全てを定量化できるものではなく、総合的に判断する。 

 ウ 特定空家等の措置の判断基準は、周辺の建築物や通行人等に対

して悪影響をもたらすおそれがあるか否かを総合的に判断する。 

 

34Ｐ （２）措置の実施 ･････ 

  

② 所有者等による空家等の除却の推進 

特定空家等の中でも、特に老朽化して危

険な空き家（以下「老朽危険空き家」とい

36Ｐ （変更、一部削除） 

（３）措置の実施 ･････ 

 

② 所有者等による空家等の除却の推進 

居住その他使用されていないことが常態になって、１年以上居
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う。）については、周辺住民や道路交通等

に著しく悪影響を与えているので、除却を

推進する。 

現在、国の「空き家対策総合支援事業」

を活用して実施しているが、これまで国の

他の交付金や起債を財源としたこともあ

り、継続して実施してきている。 

また、老朽危険空き家の判断基準を別に

設けている。 

 

住や出入りがなく 放置されている空家等を対象とする。 

国の「空き家対策総合支援事業」を活用して実施しているが、

これまで国の他の交付金や起債を財源としたこともあり、継続し

て実施してきている。 

 

 

 

 

 

34Ｐ ア 老朽危険空き家解体補助事業 

ⅰ 危険排除を最大目的とし、収入要件は設定

しない。 

ⅱ 対象となる空家等は倒壊、建築材等の飛散

の危険性が高い空家等とする。 

ⅲ 補助割合、補助上限額はこれまでと同様と

する。 

 

36Ｐ （変更） 

ア 空家等解体補助事業（内容を見直して令和５年度から実施予定） 

特定空家等及び特定空家等に認定されていない空家等で、老朽化

や雪害等の各種災害により被害が生じた空家等若しくは見込まれる

空家等の緊急的又は予防的な解体除却について対象とする。 

判断基準については、特定空家等は規則で、その他の空家等の緊急

的又は予防的な解体除却については要綱に定める。       

ⅰ【特定空家等解体補助事業】 

  特定空家等に認定されている空家等を対象とする。 

  〇主な条件 

世帯の主たる生計維持者（世帯で最も所得が高い者）の前年度所

得が４６０万円以下であること。ただし、扶養親族ひとりにつき３
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８万円を加算）。 

〇補助割合及び上限額 

  補助割合：工事費用の３０％ 上限額：１５万円 

ⅱ【その他の空家等解体補助事業】 

準特定空家等を対象とする。 

〇主な条件 

所得要件は、なし。 

〇補助割合及び上限額 

補助割合：工事費用の５０％ 上限額：５０万円 

 

34Ｐ イ 跡地活用事業 

ⅰ 対象となる空家等は、解体補助事業と同様

とする。 

ⅱ 寄附を受ける土地は、市や自治会が直接活

用できる場所とする。 

ⅲ 寄附受諾の可否等は、空家等対策委員会に

おいて協議する。 

37Ｐ （変更） 

イ 跡地活用事業（令和５年度以降に実施予定） 

跡地を地域住民等が公共的用途に使用することを条件に、空家等の

建物及び土地の所有者等から市が無償で寄付を受け、空家等を解体除

却するものである。 

 〇主な条件 

  寄付を受ける土地は、市や自治会等が直接活用できる場所とする。 

  寄付受諾の可否は、空家等対策委員会において協議する。 

35Ｐ 表５-解体補助事業・跡地活用事業の概要  （削除） 

36Ｐ （３）税制上の措置の実施 38Ｐ （４）税制上の措置の実施 

 

36Ｐ （４）緊急措置（緊急安全措置、応急措置等）

の実施 

38Ｐ （５）緊急措置（緊急安全措置、応急措置等）の実施 

37Ｐ 表６-空家等の除去等に関連する法令の一部 39Ｐ 表５-空家等の除去等に関連する法令の一部 
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38Ｐ ②実施の要件 ･････ 

 イ 重大な被害が発生し、または切迫してい

て緊急的対応が必要な場合に限り、例外的

に所有者等の同意を得ないで実施する。 

40Ｐ （変更） 

②実施の要件 ･････ 

イ 重大な被害が発生し、または切迫していて緊急的対応が必要な場

合に限り、例外的に所有者等の同意を得ないで実施し、後で通知す

る。 

  40Ｐ （追加） 

④所有者不明等の空家等 

 ア 残置物について、飛散防止のため網掛け等を実施する。 

 イ 適当な時期に残置物の処理を行う。 

38Ｐ 表７―緊急措置の実績 40Ｐ 表６―緊急措置の実績  

 

39Ｐ （５）豪雪地帯・特別豪雪地帯の特定空家等対

策 

41Ｐ （６）豪雪地帯・特別豪雪地帯の特定空家等対策 

 

40Ｐ 下記のイラスト（屋根の雪下ろし） 42Ｐ 下記のイラスト（屋根の雪下ろし） 

 ※屋根に上っている人の腰に安全ロープを追加した 

41Ｐ ② 協議事項 

ア 空家等対策計画の作成及び変更並びに実

施に関する協議  

イ 空家等の適正な管理及び利活用に関する

事項についての協議  

ウ 特定空家等の措置に関する協議 

エ 市長がその他空家等対策の執行に関し必

要とする事項 

43Ｐ （変更） 

② 所掌事項 

ア 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。  

イ 特定空家等の認定に関すること。  

ウ 特定空家等に対する措置に関すること。 

エ 空家等の施策に関し重要な事項に関すること。 
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41Ｐ ③ 検討課題 

当該協議会は、空家等特措法に基づく協議会

ではなく、任意協議会である。 

このため、市の空家等対策は、必ずしも協議

会の意見に縛られず、参考にしているものであ

り、市長を会長とした法定協議会への移行が検

討課題である。 

 

43Ｐ （削除） 

42Ｐ 表８―部署別担当業務 

 表中「危機管理課」 

44Ｐ 表７―部署別担当業務 

 表中「危機対策課」 

43Ｐ 表８―部署別担当業務 

 表中【実験農場】・農業技術研修 

45Ｐ （削除） 

43Ｐ  

表８―部署別担当業務 表中【建築住宅課】 

・住生活基本計画・住宅耐震診断、住宅改修補助 

・緊急措置（建築基準法）・居住支援 

45Ｐ （変更） 

表８―部署別担当業務 表中【建築住宅課】 

・住生活基本計画 

・横手市耐震改修促進計画、木造住宅耐震診断支援、木造住宅耐震改修等補

助・勧告及び命令（建築基準法）・居住支援 

44Ｐ ① 数値目標  

老朽危険空き家の戸数を２０戸以内とし、空

き家に占める老朽危険空き家の割合を 1％以内

とする。 

 

    

46Ｐ ① 数値目標 （変更） 

ア その他の空き家数（住宅・土地統計調査） 

その他の 

空き家の数 

Ｈ２５ 

（前回値） 

Ｈ３０ 

（現状値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

戸数（戸） ２，５２０ ２，８２０ ３，５００以

下 
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図２５―横手市老朽危険空き家数の変化 

「平成２５・２６年度実態調査及び令和２年

度実態調査より」 

  イ 空き家バンク活用推進事業の利用数（令和５年度から実施） 

年度 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

利用数（件） １７ １８ １９ 

 

 

45Ｐ 表９―空き家に占める老朽危険空き家の割合 

 

 （削除） 

45Ｐ 図２６-相続人不存在の空家等の相続財産管理

人選任申立ての事例（横手市十文字） 

47Ｐ （変更）図２６-相続人不存在の空家等の相続財産管理人選任申立ての

事例（横手市十文字町） 
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